「震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会」開催案内
■  目　的

　　　３月１１日に東北地方太平洋沖地震が発生し、被災建築物については、被災各県において応急危険度判定活動が精力的に実施され、今後は判定業務実施後の次の段階として、被災建築物の所有者からの相談および業務依頼により、被災度区分判定および復旧業務の需要が日増しに高まってきます。

　　　所有者等からの依頼により、建築士事務所に所属する建築士が被災度区分判定及び復旧に伴う設計・工事監理業務を実施するには、その業務の内容を修得していることが必須であります。

　　（社）福岡県建築士事務所協会では（財）日本建築防災協会との共催により、平成１７年より被災度区分判定及び復旧業務を行うことができる建築士を育成することを目的に標記講習会を実施してきました。

しかし、未だ全国的に被災度区分判定及び復旧技術を修得した建築士事務所（建築士）が不足しているなかで、より多くの建築士事務所（建築士）が今回の震災への対応、また今後起こり得る震災への対応に備えるべく当業務の内容を修得するために、今年度、本講習会を実施いたします。

　　　なお、講習会の受講修了者で希望する建築士に対し(財)日本建築防災協会より技術者証（カード式）

が発行されます。

また、その建築士を有する建築士事務所で、希望する建築士事務所を対象に建築士事務所名簿を作成して都道府県に提出すると共に、（財）日本建築防災協会および（社）日本建築士事務所協会連合会のホームページに掲載し、震災後対策として住宅相談や被災度区分判定等の活動が必要となった際の建築士事務所（建築士）の検索、協力要請等の資料として活用に供しいたします。
■　共　　　催　㈳福岡県建築士事務所協会、㈳日本建築士事務所協会連合会、㈶日本建築防災協会
■　後　　　援　福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市、
（予　定）  ㈳福岡県建築士会、㈳日本建築家協会九州支部、㈳日本建築構造技術者協会九州支部
■　開　催　日　平成２３年６月２１日（火）１０時００分～１６時２０分（受付９：００～１０：００）
■　会場／定員　福岡建設会館７階会議室　定員２００名
　　　　　　　   福岡市博多区博多駅東3-14-18電話：092－473－7673（㈳福岡県建築士事務所協会）
■　受講対象　建築士事務所に所属する１級・２級・木造建築士で構造に精通する方、建築および防災関係の職員。
　　　　　　　  なお、名簿への掲載対象者は、建築士事務所に所属する建築士の資格を有する者に限ります。

■　受　講　料　建築士事務所協会会員　 ５，０００円（テキスト代除く・消費税含む）
　　　　　　　  その他一般 １０，０００円（テキスト代除く・消費税含む）
■　テキスト （財）日本建築防災協会発行「再使用の可能性を判定し、復旧するための震災建築物の
被災度区分判定基準および復旧技術指針」（2005年12月14日発行第2版第2刷）

定価　８，０００円（税込）
　　　　　　　　※既にお持ちの方は購入する必要はありません。講習当日ご持参ください。
○ 前記のテキストに加えて、別刷資料として、「再使用の可能性を判定し、復旧するための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針　別刷資料」を使用します。
○ 別刷資料は受講者には無料で提供します。

■　受付期間　平成２３年５月２６日（木）～６月１７日（金）９時～１７時　※土日祝祭日除く
■　申込期限　平成２３年６月１７日（金）必着。（但し、定員になり次第締め切ります）
■　申込時必要書類　①受講申込書　②受講券貼付け用証明写真１枚（縦3.5ｃｍ×横2.5ｃｍ）

　　　　　　　　　 ③受講料　※テキストが必要な方はテキスト代、技術者証の発行が必要な方は　　別記1申込書、写真１枚（縦3.5ｃｍ×横2.5ｃｍ）及び手数料が必要となります。

■　申込方法　申込書に必要事項をご記入の上、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　  ①事務所協会事務局へ申込書及び受講料を持参する。※講習会当日は受付いたしません。
　　　　　　 ②申込書を郵送し、受講料は下記記載の振込先に振り込む。
　　　　　　　　 福岡銀行　博多駅東支店　普通　２１００２６３　

社団法人福岡県建築士事務所協会　会長八島英孝

※申込書に支払証明書の写しを添付してください。　　　　
※受講券返信用の80円切手を貼り、宛名、返信先記載の返信封筒を同封してください。
	時間割
	講習内容
	講　　　師

	10:00～10:10
	開会挨拶
	（社）福岡県建築士事務所協会

会　長　　八　島　英　孝

	10:10～10:20
	目的
	福岡県建築都市部担当官

	10:20～10:40
	被災度区分判定の考え方
	（社）福岡県建築士事務所協会

構造・技術委員長　　原　英基

	10:40～12:10
	鉄筋および鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針の解説
	（社）福岡県建築士事務所協会

構造・技術副委員長　松下　淳一

	12:10～13:10
	（休　憩）

	13:10～14:40
	鉄骨造建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針の解説
	（社）福岡県建築士事務所協会

構造・技術委員長　　原　英基

	14:40～14:50
	（休　憩）

	14:50～16:20
	木造建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針の解説
	（社）福岡県建築士事務所協会

構造・技術副委員長　松下　淳一


■  講習内容・講師・時間割（予定）
■　建築ＣＰＤ情報提供制度
本講習会は、「建築ＣＰＤ情報提供制度の認定プログラム（予定）」となります。
■　技術者証の発行

　　①講習会の修了者の希望によって、（財）日本建築防災協会より「震災復旧のための震災建築物被災度
区分判定・復旧技術者証」（有効期間５年）を発行します。発行手数料２，０００円（税込）。
②過去に本講習会を受講し、技術者証の発行を受けている者で、再発行（更新）を希望する者は、本講習会を再度受講して、５年間の技術者証を発行します。

※希望される方は別記1の申込書により証明写真１枚（縦3.5ｃｍ×横2.5ｃｍ）をクリップ添付のうえ、受講申込書と一緒にお申込みください。（手数料は受講料と一緒にお支払ください。）
■　建築士事務所名簿への掲載
　　　　本講習会の受講者で震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧業務を行う建築士事務所については、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術建築士事務所名簿」（以下「技術事務所名簿」という。）の掲載申込みをし、当協会が会員事務所および会員外事務所の「技術事務所名簿」を作成します。その名簿を都道府県に提出するとともに（財）日本建築防災協会および（社）日本建築士事務所協会連合会のホームページに掲載し、震災時に活用の便に供するよう管理します。　※希望される方は別記２の申込書により受講申込書と一緒にお申込みください。
	ご注意　①当日は受講券を必ずお持ちください。
②テキストを注文された方は、当日会場受付にて配布いたします。
③講習会を欠席、キャンセルをされた場合、受講料は返金いたしません。なおテキストを注文された方はテキストを送付致します。また技術者証の発行手数料は振込手数料を差引きのうえ返金いたします。

ただし定員オーバーで受講できない場合は振込手数料を差引き受領した金額はすべて返金いたします。
④受講者は、申込者本人に限ります。

⑤これらの個人情報は、第三者に提供・開示をすることはありません。
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